
茨木市告示第 200号 

 

 

住居表示の実施について 

 

 

 住居表示に関する法律（昭和 37年法律第 119号）第３条第３項の規定に基づ

き、下記のとおり住居表示を実施するので告示する。 

 

   令和元年７月 18日 

 

                     茨木市長  福 岡 洋 一 

 

記 

 

１ 住居表示実施区域 

  彩都はなだ一丁目 

  彩都はなだ二丁目 

  彩都もえぎ一丁目 

 

２ 実施期日 

令和元年８月１日 

 

３ 住居表示の方法 

  街区方式 

 

４ 街区符号 

  別紙「住居表示案内図」のとおり 

    






